
【ご利用の流れ】 

※各々申込～書類提出～面談が必要です。 
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入園 

（月極保育） 

一時預かり 

保育 
病児・病後児保育 

面談 

・利用申込書提出 

・就労証明書提出 

 

 

 

 

 

 

 

面談 

面談 

利用時電話予約 

 

 

 

 

 

病院で診断 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・利用申請書兼承諾書 

 （保護者記入） 

・家庭連絡票（保護者記入） 

・利用紹介書（病院記入） 

・与薬依頼書（保護者記入） 

・保険証 

・母子手帳 

・薬剤情報提供書 or 

 お薬手帳 

 

 

・写真添付のお願い 

 

 

利用開始 

利用開始 

決定通知発送 

 

 

 

 

 

 

 

入園時書類提出 

・利用規約表 

・入所決定シート 

・家庭調査票 

・児童健康記録票 

・児童票 

・入園前健康診断書 

・保険証、医療証コピー 

・緊急時連絡引き渡しカード 

・写真添付のお願い 

・写真掲載に関する同意書 

・アレルギー除去申請書 

・アレルギー管理指導表(食物) 

・アレルギー管理指導表(ｱﾄﾋﾟｰ) 

・個人情報取扱規約 

・外用薬についてのお知らせ・同意書 

・しおり(重要事項説明書) 

 

利用開始 

 

 

 

 

入会申込書の提出 

登録書類の提出 

・利用規約書 

・家庭調査票 

・児童健康記録票 

・児童票 

・保険証、医療証コピー 

・緊急時連絡引き渡しカード 

・健康診断書 

・アレルギー除去申請書 

 

 

利用登録表提出 

登録書類 

・利用規約書 

・健康記録票 

・児童票 

・保険証、医療証コピー 

・緊急時連絡引き渡しカード 

・写真添付のお願い(送迎す

る方全員の写真) 

 

利用時電話予約 

 

※「保育給付認定決定通知書兼支給認定証」は市役所から届き次第、保育園へコピーの提出をお願いします。 
（入園・月極保育のみ提出） 


